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2017 年 7月 26 日 

各  位 

 

                        会 社 名   Ｊ．フロント リテイリング株式会社 

                        代 表 者 名   代 表 執 行 役 社 長  山  本  良  一 

                                                （コード 3086 東証、名証第一部） 

                        問合せ先責任者  執行役 経営戦略統括部 

                                          ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ推進部長  牧  田  隆  行 

                                                    （ＴＥＬ 03 - 6895 - 0178 ） 

 

 

「コーポレートガバナンス方針書」の改訂に関するお知らせ 

 

  当社は、昨日開催の取締役会において、「コーポレートガバナンス方針書」の改訂につい

て決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．改訂の概要 

    2015 年 12 月 25 日に最良のコーポレートガバナンスの実現を目的に策定・開示いたし

ました「コーポレートガバナンス方針書」について、指名委員会等設置会社への機関設

計の変更及び新グループビジョンの制定に合わせて、その内容を見直しいたしました。 

    当社は、当社グループの様々なステークホルダーの皆様との建設的な対話を促進する

ことで、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであると

考え、この方針書を広く社会に公表しております。 

 

２．改訂の主な内容 

 ・  新グループビジョン制定を機に、コーポレートガバナンス強化の取組みを一層拍車

をかけて推進することで、企業価値向上を目指す「ＪＦＲのコーポレートガバナンス

に対する考え方」を新たに策定 

 ・  機関設計変更に伴い「取締役会等の役割・責務」、「指名委員会等設置会社を採用し

ている理由」、「取締役会の構成・支援体制・選任方針・トレーニング」の内容の見直

し及び「３委員会（指名・監査・報酬）の役割」の策定 

 ・  国際会計基準を任意適用した目的及び重要財務指標の記載 

 ・  成長戦略実現に向けた「リスクマネジメント体制」の見直し 

 

３．「コーポレートガバナンス方針書」の掲載先 

   本日、当社ウェブサイトにおいて掲載を予定しております。 

    http://www.j-front-retailing.com/company/governance.php 

 

 

以 上 
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コーポレートガバナンス方針書 

 

 

序    文 

 

  Ｊ．フロントリテイリング株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社グループ（当

社及び当社子会社から成る企業集団をいいます。以下同じ。）の持続的成長と中長期的な企

業価値の向上を目指し、当社グループにとっての最良のコーポレートガバナンスを実現する

ことを目的として、この方針書を定めます。 

  この方針書は、当社グループのコーポレートガバナンスに関して、会社法その他の関係法

令及び定款に次ぐ上位規程と位置付け、当社グループのその他の諸規程に優先して適用され

るものとします。 

  この方針書は、当社の取締役会決議をもって、現時点における当社グループのあるべきコ

ーポレートガバナンスのあり方を指し示すものとして制定されました。しかしながら、当社

グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、また、当社グループにとっての

最良のコーポレートガバナンスの実現のため、私たちは絶えずこの方針書の内容を見直し続

けていきます。 

  私たちは、この方針書を広く社会に公表し、当社グループの様々なステークホルダーの皆

様と、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、真摯かつ建設的な対

話を継続していきたいと考えます。 
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第 １ 章    総  則 

 

１ ＪＦＲのコーポレートガバナンスに対する考え方 

  当社グループは経営統合以来、「マルチリテイラーとしての競争力・収益力の強化」 

「地域とともに成長するビジネスモデルの構築」などに取り組んできました。 

一方、時代の変化のスピードは加速し続け、過去５０年間の成功体験、ビジネスモデ

ルが陳腐化するなど経営環境の大きな変化により、現状のビジネスモデルの延長線上での

成長が難しくなる中、今がグループ経営の舵を大きく切る転換期と捉えています。 

そうした中、当社グループは人々の幸せのあり方を考え、「暮らし方」と「楽しみ方」

の両面から新たな価値提供を実現するため、事業領域の拡大と既存事業の変革を戦略的に

進めることにより、人々の心豊かな生活の実現に貢献する企業グループを目指した新グル

ープビジョンを策定しました。 

このグループビジョンで目指すべき将来の方向性を示すことにより、グループを大き

く変革させるとともに、非連続な成長を目指すための経営体制を強化する取組みの一環と

して、指名委員会等設置会社へ機関設計を変更しました。 

この機関設計変更を機として、コーポレートガバナンス強化の取組みは継続しつつ、

より実質的な成果追求による企業価値の向上を目指していきます。 

 

２  グループ理念 

 

（１）基本理念 

    私たちは、時代の変化に即応した高質な商品・サービスを提供し、お客様の期待を超え

るご満足の実現を目指します。 

    私たちは、公正で信頼される企業として、広く社会への貢献を通じてグループの発展を

目指します。 

 

（２）グループビジョン 

    “くらしの「あたらしい幸せ」を発明する。” 

 

（３）ＪＦＲ-ｗａｙ （私たちが大切にする考え方） 

    

  「未来を創ろう！」 

   社会や生活者がまだ気づいていない、驚き喜ばれる新しいことを発明しよう 

「失敗を恐れず挑戦しよう！」 

 結果を恐れずに行動してみよう。そして皆で挑戦したことから学ぼう 

「新しい発想を取り入れよう！」 

 内向きになるのではなく、外部のヒト、モノ、コトに触れて発想をひろげよう 

「自分で考えて行動しよう！」 

人に言われるのではなく、自分で考えて行動しよう。 

そして熱意をもってやりきろう 

「良識を持ち、誠実でいよう！」 

 社会人として社会の良識にそった行動をしよう。 

 いつでも誠実で、正直でいよう 
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（４）ステークホルダーとの約束 

  （お 客 様）新しい価値の提案を通じて、お客様のこころをとらえる本物のご満足を

提供します。 

  （株 主 様）高収益・高効率経営の実践を通じて、企業価値の長期的な向上に努めま

す。 

  （お取引先様）お互いに切磋琢磨しながら信頼関係を築き、ともに成長することを目指

します。 

  （従  業  員）成果と貢献が公正に評価され、能力の発揮と成長が実感できる、働きが

いのある職場を実現します。 

  （地 域 社 会）良き企業市民として、地域社会の発展に貢献するとともに、環境に配慮

した事業活動を推進します。 

 

 

３  コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

 

（１）コーポレートガバナンスのあり方 

    私たちは、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上とは、まさにグルー

プ理念の実現にほかならないと考えています。そのため、当社グループのあるべきコーポ

レートガバナンスとは、このグループ理念の実現に資するものでなくてはなりません。 

    純粋持株会社である当社は、グループ理念の実現に向けて、当社グループのコーポレー

トガバナンスの中心として、グループ全体の経営の透明性・健全性・遵法性の確保を担っ

ていきます。 

 

（２）株主との関係 

    株主の皆様は、当社の資本の提供者であり、当社グループのコーポレートガバナンスの

主要な起点です。したがって、当社は、株主（少数株主・外国人株主を含みます。）の権

利を最大限に尊重し、その権利を実質的に確保します。 

    当社は、株主の有する株式の内容及びその数に応じて、株主を平等・公平に取り扱いま

す。また、何人に対しても、特定の株主の権利の行使に関して、当社及び当社グループか

ら財産上の利益を供与しません。 

 

（３）情報開示 

    株主・投資家の皆様との建設的な対話を促進することは、当社グループの持続的成長と

中長期的な企業価値の向上に資するものであると考えます。当社は、建設的な対話の前提

となる適時・適切な情報開示を重視し、これらの情報開示を通じてステークホルダーの皆

様との信頼関係の維持・発展に取り組んでいます。 

    当社は、金融商品取引法等の法令及び当社株式を上場している金融商品取引所が定める

適時開示規則に従い、当社グループの重要情報を適時・適切に開示します。また、法令や

適時開示規則に該当しない場合であっても、株主・投資家をはじめとするステークホルダ

ーの皆様に有用と考えられる情報については、社会から求められる企業活動の重要な情報

として認識し、当社グループについての理解をより深めていただくためにも、公平かつ迅

速に適切な方法により積極的に開示します。 
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（４）取締役会等の役割・責務 

    株主の皆様に選任され当社の経営を負託された取締役は、株主に対する受託者責任・説

明責任を踏まえ、グループビジョンの実現に向けて、取締役会において次の役割・責務を

果たしていきます。 

    ①  グループビジョン・グループ中期経営計画・グループ経営方針その他の経営の基本

方針について、建設的な議論を重ねるほかそのリスク評価も含めて多面的・客観的に

審議し、グループ経営の大きな方向性を指し示すこと 

    ②  上記の方向性を踏まえたグループ経営に関する全体方針、計画について適切に意思

決定を行うこと及びその計画について進捗・結果を監督すること 

    ③  非連続な成長に向けた攻めの経営を後押しする環境整備を行うこと 

    ④  当社グループ全体の内部統制システムの構築・整備を進めるほか、その運用状況を

監督すること 

    ⑤  関連当事者間の利益相反を監督すること 

    ⑥  指名委員会に委任した経営陣幹部の後継者計画・経営人材に係わる人事配置計画・

経営陣トレーニングについて指名委員会からの概要の報告を基に進捗状況を監督する

こと 

     

 

  当社は、現在、機関設計として指名委員会等設置会社を採用しています。その理由は次

のとおりです。 

① 監督と執行を分離することにより取締役会の業務執行に対する監督機能を強化しま

す。また取締役会は、グループ経営に関わる重要な戦略課題を社外の知見も積極的に

取り入れ徹底的に論議することで戦略の高度化をはかります。 

② 業務執行の決定を執行役に委任することが可能になることで、権限・責任の明確化

を図りつつ、迅速な経営の意思決定を行います。 

③ 過半数を社外役員で構成する指名・監査・報酬の法定三委員会を置く「指名委員会

等設置会社」に移行することにより、経営の透明性・客観性の向上をはかります。     

④ 海外投資家などにグローバルな視点での分かりやすいガバナンス体制を構築します。 
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第 ２ 章    株主との関係 

 

１  株主総会 

 

（１）株主総会の位置付け 

    当社は、株主総会を当社の最高意思決定機関であるとともに、株主の皆様と建設的な対

話を行うための重要な機会として位置付けています。 

 

（２）議決権その他の株主の権利行使のための適切な環境整備 

    当社は、当社の最高意思決定機関である株主総会において、株主の皆様が議決権その他

の権利を適切に行使できるよう、以下のとおり環境整備に取り組みます。 

    ①  株主総会開催日その他の株主総会関連日程は、監査時間の確保にも配慮しつつ、設

定します。 

    ②  招集通知を早期発送（株主総会開催日の３週間前までを目処とします。）するとと

もに、招集通知発送日以前の実務上可能な限り早期に、その内容を金融商品取引所及

び当社のウェブサイトに掲載し、株主の皆様の議決権行使のための検討時間を十分に

確保します。 

    ③  株主の皆様に当社グループをより深く理解していただき、適切な判断に基づきその

議決権を行使していただけるよう、招集通知（事業報告、計算書類、株主総会参考書

類を含みます。）の内容を充実させます。また、外国人の株主の皆様にも適切に議決

権を行使していただけるよう、招集通知の英訳を作成し開示します。 

    ④  国内外の機関投資家を含む株主の皆様の議決権行使の利便性を考慮し、インターネ

ット等による議決権行使を導入するほか、議決権電子行使プラットフォームを活用し

ます。 

    ⑤  株主提案権その他の少数株主権の権利行使に対しては、その権利が実質的に確保さ

れるよう適切に対応します。また、実質株主の皆様から株主としての権利行使につい

て事前申出があった場合は、必要な手続きをとることで株主としての議決権を代理行

使することができるよう定款に定めています。 

 

（３）議決権行使結果の分析の実施 

    当社提案の株主総会議案に対して、その議案内容・決議要件・過去同種議案との比較・

議決権行使比率等を勘案して相当数の反対議決権行使がされた場合には、当社は、その原

因を分析の上、株主の皆様との対話など必要と考えられる対応を講じるほか、次期株主総

会付議議案の内容検討にも反映させます。 

 

２  資本政策 

 

（１）資本政策の基本方針 

    当社は、フリー・キャッシュフローの増大とＲＯＥの向上が持続的な成長と中長期的な

企業価値を高めることにつながるものと考えています。その実現に向けて、「戦略投資の

実施」「株主還元の充実」及びリスクへの備えを考慮した「自己資本の拡充」のバランス

を取った資本政策を推進します。 

    また、有利子負債による調達はフリー・キャッシュフロー創出力と有利子負債残高を勘
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案して行うことを基本とし、資金効率と資本コストを意識した最適な資本・負債構成を目

指します。 

    フリー・キャッシュフロー、ＲＯＥの向上には、収益を伴った売上拡大を実現する「事

業戦略」及び投下資本収益性を向上させる「財務戦略（資本政策を含みます。）」が重要で

す。併せて、基幹事業の強化、事業領域の拡大・新規事業の積極展開等に経営資源を重点

配分することにより、営業利益の最大化と営業利益率を持続的に向上させていくことが重

要であると考えています。 

 

（２）株主還元方針 

    当社は、健全な財務体質の維持・向上をはかりつつ、利益水準、今後の設備投資、フリ

ー・キャッシュフローの動向等を勘案し、安定的な配当を心がけ連結配当性向３０％以上

を目処に適切な利益還元を行うことを基本方針とします。また、資本効率の向上及び機動

的な資本政策の遂行などを目的として自己株式の取得も適宜検討します。 

 

（３）株主の利益を害する可能性のある資本政策実行時における株主の権利の尊重 

    ＭＢＯ、大規模第三者割当増資その他の支配権の異動や大規模な希釈化をもたらす資本

政策を実行する場合には、当社は、既存の株主の皆様の権利を不当に害することのないよ

う、当社株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有している社外取締役を含む

取締役会においてその必要性・合理性を慎重に検討するほか、株主の皆様に十分な説明を

行うとともに必要かつ適正な手続を確保します。 

 

（４）当社の支配に関する基本方針 

    当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの財務及び事

業の内容や当社グループの企業価値を十分に理解し、当社グループの企業価値を継続的か

つ持続的に確保し、これを向上していくことを可能とする者でなければならないと考えて

います。 

    当社は、当社グループの企業価値を毀損する当社株式の大量取得行為を行う者が出現し

た場合の具体的な取組み、いわゆる買収防衛策について特にこれを定めていません。 

  しかしながら、このような大量取得者が出現した場合には、当社グループの企業価値の毀

損を防止するため、当社社内取締役から独立した立場にある社外取締役及び有識者をメン

バーとする独立委員会を設置し、その勧告意見を踏まえた上で、必要かつ相当な対応を講

じることにより、当社グループの企業価値を確保する所存です。 

 

３   政策保有株式 

 

（１）政策保有株式の保有方針 

    当社グループは、政策保有株式（子会社・関連会社株式を除く純投資以外の目的で保有

する上場株式をいいます。）については、市場環境・株価動向等を勘案の上、適宜削減し

ていきます。ただし、下記の検証を通じて保有合理性が確認されたものについては、この

限りではありません。 

 

 

（２）政策保有株式の保有合理性の検証 

    当社は、当社グループが保有する主要な政策保有株式の保有合理性について、お客様企
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業・お取引先様企業との円滑かつ良好な取引関係の維持・サプライチェーンの確保など事

業戦略に係る定性的な観点のほか、配当収益その他の経済合理性等の定量的な観点も踏ま

えて、毎年取締役会において検証します。 

 

（３）政策保有株式に係る議決権行使方針 

    政策保有株式に係る議決権の行使に際しては、保有先の持続的成長・中長期的な企業価

値の向上に寄与するものであるかどうか、当社グループの持続的成長・中長期的な企業価

値の向上に寄与するものであるかどうかの両観点から判断します。判断に際しては合理的

な判断となる基準を定めるとともに、必要な場合にあっては、議決権の行使に際して、保

有先企業との対話を実施することも検討します。 

 

４  国際会計基準ＩＦＲＳの適用 

 

  適正な資産評価に基づいた効率経営の実践や当期利益重視の経営管理、財務情報の国際

的な比較可能性の向上による国内外の投資家に対するアカウンタビリティの強化を目的と

し、国際会計基準を任意適用しています。 

なお、新グループビジョン実現に向けた取り組みを通じた中期経営計画の達成におけ

る重要財務指標として、資本効率性はＲＯＥ、事業収益性は連結営業利益、収益性・安全

性はフリーキャッシュ・フロー、財務健全性は親会社所有者帰属分比率（自己資本比率）

の各指標を重視しています。 

 

５  関連当事者間取引 

 

    当社は、取締役との取引を行う場合には、会社法及び取締役会規程の定めに基づく事前

承認・事後報告を実施します。また、役員と当社グループとの取引の有無については、定

期的に確認を行っています。 

    グループ内で上場子会社・上場関連会社と取引する場合には、その会社の少数株主の利

益を害さないよう、独立当事者間取引と同水準の取引条件で取引することを原則とします。 
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第 ３ 章    情報開示 

 

１  株主・投資家との建設的な対話 

 

（１）ＩＲ活動方針 

    当社は、「公正で信頼される企業として、広く社会への貢献を通じてグループの発展を

目指します。」という基本理念のもと、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの

皆様との信頼関係を維持・発展させるため、当社に関する重要な情報を正確にわかりやす

く、公平かつ適時・適切に開示することにより、経営の透明性を高めるとともに、当社に

ついての理解を深めていただくことを目的にＩＲ活動を推進します。 

 

（２）建設的な対話の促進 

    株主・投資家の皆様から当社に対する建設的な対話の申入れがあった場合には、その申

入れの趣旨・目的等を考慮した上で、社長若しくはその他の取締役（社外取締役を含みま

す。）又はコーポレートガバナンス推進部が適切に対応させていただきます。 

 

（３）建設的な対話を支える部門横断的な情報共有 

    当社は、各部門間で有機的な連携を行うほか、グループ経営会議等の会議体において当

社の各統括部及び当社グループの各社間での情報共有を行うなど、建設的な対話を支える

体制を構築しています。 

 

（４）コミュニケーションの充実 

    当社は、適時開示や当社ウェブサイト等による情報発信に併せ、決算説明会・個別ミー

ティング・個人投資家説明会・海外機関投資家ミーティング等の実施や、株主・投資家の

皆様からの日々のお問い合わせに対する回答等を通じて、コミュニケーションの充実に努

めています。また、いわゆる株主判明調査を実施し当社の株主構造の把握に努め、実質株

主とのコミュニケーションの充実に活用しています。なお、株主・投資家の皆様から頂い

たご意見・ご要望等については、当社及び関連するグループ各社等において広く共有し企

業価値向上に向けた会社経営の参考とさせていただきます。 

    当社は、ＩＲ（Investor Relations）、ＳＲ（Shareholder Relations）、ＰＲ（Public 

Relations）の３つの機能を統合した部署としてコーポレートガバナンス推進部を設置し、

ステークホルダーの皆様と安定的な信頼関係を築くためにコミュニケーションのより一層

の充実をはかっています。 

 

２  会社情報の適切な開示 

 

（１）グループビジョン・グループ中期経営計画・グループ経営方針の策定・公表 

    当社は、グループ理念の実現を目的として、当社グループが目指すビジネスモデルや中

長期の戦略ストーリーのほか目標とする経営指標等を指し示すグループビジョン・グルー

プ中期経営計画・グループ経営方針を策定します。また、株主・投資家をはじめとするス

テークホルダーの皆様とその内容を共有するため、これらを公表します。 
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（２）情報開示の方法 

    当社は、開示する情報の特性に応じて、TDnet・EDINET・当社ウェブサイトなどを活用

する方法で、適時・適切に情報開示を行います。なお、情報開示の公平性の確保のため、

株主総会招集通知・統合報告書・適時開示情報・決算情報・当社ウェブサイトについては、

英訳を作成し開示します。 

 

（３）情報開示の体制 

    開示の要否を問わず、重要な会社情報については「グループ経営会議」に上程されます。

これらの会社情報は、重要性の程度に応じて「取締役会」に上程されますが、その会議の

段階で開示の必要性を判断し、適時・適切に開示を行うこととしています。なお、上記ル

ートによらない緊急の会社情報が発生した場合は、所要の機関決定を経て、速やかに開示

します。 

    具体的な開示情報の取りまとめは、法務部・財務戦略統括部・コーポレートガバナンス

推進部が行い、開示事務手続きは、法務部又は財務戦略統括部が担当します。開示に関す

る問合せ等への対応は、コーポレートガバナンス推進部が行います。 

 

（４）インサイダー情報の適切な管理 

    会社情報、特に投資者の投資判断に影響を及ぼす重要事実や金融商品取引所の定める適

時開示が義務付けられている情報については、「インサイダー取引防止規程」でその取扱

い、管理方法、管理責任者を定め、適切に管理する体制を構築しています。 

    また、当社は、決算情報の漏洩を防ぎ、公平性を確保するため、四半期ごとの決算期末

日の翌日から決算発表日までを「沈黙期間（クワイエット・ピリオド）」として、決算に

関連するご質問等への回答は控えさせていただきます。ただし、沈黙期間中においても、

業績を大きく修正する見込みが発生した場合には、適時・適切に開示します。 
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第 ４ 章    取締役会等の役割・責務 

 

１  権限分配に関する考え方 

 

（１）株主総会と取締役会との権限分配 

    株主総会は、取締役の選解任、定款の変更その他の会社法又は定款に規定される事項を

審議・決議するものとします。 

    会社法が取締役会への委任を許容する事項のうち、剰余金の配当、自己株式の取得など

経営判断の機動性・専門性を確保すべきものについては、その意思決定を取締役会が担う

ものとします。 

なお、取締役会へ委任した事項については、最適なコーポレートガバナンスの実現に

向け、委任することが相応しいかを検討します。 

 

（２）取締役会と経営陣との権限分配 

    取締役会は、会社法又は定款に規定される事項のほか、グループビジョン・グループ中

期経営計画・グループ経営方針・新規事業開発やＭ＆Ａに係る事項を審議・決議するもの

とし、取締役会規程において、あらかじめ決議事項・協議事項・報告事項を定めます。 

    上記以外の業務執行事項の決定については、意思決定及び執行の迅速化をはかるため、

グループ経営に重要な影響を及ぼすものを除き、経営陣に委任します。 

 

（３）持株会社と事業子会社との権限分配 

    当社は純粋持株会社であり、経営判断の迅速化・経営責任の明確化をはかるため、事業

子会社の業務執行事項については、グループ経営に影響を及ぼすものを除き、各事業子会

社にその権限を委任します。 

    なお、純粋持株会社としての当社の役割・責務は、次のとおりです。 

    ①  グループ全体のコーポレートガバナンスの確立 

    ②  グループビジョン・グループ中期経営計画・グループ経営方針の企画・立案及びこ

れらの進捗・成果管理 

    ③  グループ経営資源の最適配分 

    ④  グループ全体のリスクマネジメント体制の確立、内部監査 

    ⑤  グループ経営に関する重要な業務執行事項の意思決定 

  ⑥ 各事業会社の経営方針・経営戦略への助言・承認及びその進捗の監督・評価 

 

２  取締役会 

 

（１）取締役会の構成 

    当社の取締役会は、定款に定める１５名以内の適切な員数の取締役（任期１年）で構成

し、代表執行役、持株会社である当社の統括責任者及び主要事業子会社の責任者のほか、

取締役会の監督機能を向上しその実効性を確保するため、当社株主と利益相反が生じるお

それがない高い独立性を有している複数名の社外取締役で構成します。 

    なお、監督と執行の分離、取締役会における論議の実効性確保の観点から取締役会は、

非業務執行取締役（社内非執行・独立社外）が全体の過半数、独立社外取締役が全体の３

分の１以上を占める体制としたうえで、取締役会全体としての知識・経験・能力のバラン
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スに配慮の上、その多様性を確保します。 

 

（２）３委員会（指名・監査・報酬）の構成と役割 

① 指名委員会 

社外取締役３名と非執行の取締役会議長、代表執行役社長で構成し、透明性・客観性

確保の観点から、委員長は独立社外取締役から選定します。 

同委員会は株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案内容の決定、取締

役会からの諮問を受け、当社及び主要事業子会社の経営陣の選任及び解任や各委員会の委

員長及び委員の選定及び解職などついて、取締役会へ答申します。 

 ② 監査委員会 

社外取締役３名と常勤の社内非業務執行取締役２名で構成します。また、委員のうち

少なくとも１名については、財務・会計に関する適切な知見を有する者とします。 

なお、監査役会体制からのスムーズな移行の観点から、委員長は当面社内出身の非業

務執行取締役を選定します。 

同委員会は、取締役会で決定した全体方針・計画に則して取締役及び執行役の職務執

行、取締役会に付議する重要案件、その他監査委員会が必要と認める個別案件を監査しま

す。 

③ 報酬委員会 

社外取締役３名と非執行の取締役会議長、代表執行役社長で構成し、透明性・客観性

の観点から、委員長は独立社外取締役から選定します。 

同委員会は当社及び主要事業子会社の経営陣の個人別の報酬内容の決定に関する方針

並びに個人別の報酬内容を決定します。 

 

（３）取締役会の諮問委員会 

    当社は、取締役会の機能を補完し、とりわけその監督機能の実効性を確保するため、任

意の諮問委員会を設置しています。 

   ・  ガバナンス委員会 

    取締役会の代表である取締役会議長、ステークホルダーの代表である社外取締役、執行

の代表である代表執行役で構成する「ガバナンス委員会」を設置し、コーポレートガバナ

ンスや企業経営全般に関する諸課題（当社のグループガバナンスについての考え方や、取

締役会評価に基づく取締役会改革を含みます。）に関して自由闊達かつ建設的に議論・意

見交換するほか、社外取締役の情報共有・連携をはかります。 

 

（４）取締役会・各委員会（指名・監査・報酬）の支援体制 

    当社は、取締役会議長・３委員会委員長の効果的な会議運営による十分な論議が可能と

なるよう取締役会室（取締役会事務局・指名委員会事務局・監査委員会事務局・報酬委員

会事務局）を設置し、コーポレートガバナンス推進部との連携を通じて、取締役会・各委

員会の実効性向上を推進いたします。そのため、次のとおり支援体制を構築しています。 

①  取締役会・各委員会・諮問委員会等の開催計画の決定のサポート 

②  各会議体の審議項目、年間審議計画の決定のサポート 

③  社外取締役への事前説明の実施その他の情報連携 

    ④  事前説明等における社外取締役からの質問・意見等の社内へのフィードバック及び

課題進捗管理 

    ⑤  審議資料の調整 
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⑥  議事録の作成 

 

（５）取締役会評価 

    当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上のためには当社取締役

会の実効性が確保されることが極めて重要であると理解しており、その実効性が十分に確

保されているかどうか、次のとおり取締役会評価を実施します。 

①  評価項目 

        取締役会の構成・運営状況・審議事項・審議内容、審議資料・議案説明のレベル、

社外取締役への支援体制、３委員会活動の実効性など 

    ②  評価手法 

        取締役全員の自己評価又は第三者機関による第三者評価を実施します。 

    ③  評価頻度 

        毎年定期的に実施します。 

    ④  評価結果 

        取締役会評価の結果については、その概要をコーポレートガバナンス報告書で開示

します。 

 

３  取締役・執行役 

 

    当社は、基本理念・グループビジョンに照らし、当社グループの経営を担う者は次に掲

げる資質を備えるべきと考えます。 

 

  【ＪＦＲグループ 経営人材のあるべき姿】 

    ①  戦略思考 

        市場・顧客の変化を能動的に分析し、これを多角的に活用することで課題の本質を

洞察し、中長期的視点で戦略を打ち出し目的達成に向けて先見的かつ革新的な独自解

決策を考察する。 

    ②  変革のリーダーシップ 

        先例や過去事例にとらわれることなく挑戦心を持って新しい取組みを実行し、リス

クを恐れず、組織に健全な危機感を醸成しながら変革のステップを推進する。 

    ③  成果を出すことへの執着心 

        高い目標に対する使命感と挑戦心とを持って、達成するまで諦めず成果が出るまで

やり抜く。 

    ④  組織開発力 

        組織目標の達成に向けてビジョン・戦略をメンバーに浸透させ、組織の諸要素（業

務・仕組み・文化風土・人材）に働きかけて組織に内在するエネルギーや主体性を最

大限に高め、成果につなげる。 

    ⑤  人材育成力 

        「人は仕事を通じて成長する」という人材育成の考え方のもと、課題付与・成果の

振り返り評価・育成プランの策定の一連のプロセスを通じて、メンバーの成長力を最

大限に高める。 

 

    上記を踏まえ、取締役・執行役の指名・選任方針を次のとおりとします。 
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①  社内非業務執行取締役 

会社法で要求される善管注意義務・忠実義務を果たすことが可能な者であって、 

当社グループ各事業での豊富な業務経験に基づく社内情報に精通し、かつ、客観的な

経営の監督に対する実効性を確保が期待できる者を指名します。 

監督機能を一層強化しつつ、一方で、円滑な取締役会運営を行う観点から取締役

会議長、並びに、監査役会体制からのスムーズな移行による監査精度の維持・向上を

図る観点から常勤監査委員についてはそれぞれ非業務執行取締役を選定します。なお、

常勤監査委員のうち 1名については当面、監査委員長に選定します。 

 

② 社外取締役 

        会社法で要求される善管注意義務・忠実義務を果たすことが可能な者であって、企

業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な感覚及び高い視座・広い視野を持ち、

小売業以外のキャリアやグローバルな経営経験もしくは財務・会計、法務などの高い

専門的知見を持つ者など、取締役会における社内取締役とは別の視点・観点による助

言・監督機能を期待できる者を指名します。 

      なお、社外取締役については、当社株主と利益相反が生じることのないよう、本章

の「 ５ 社外取締役の独立性判断基準」を満たす者を指名します。 

 

    ③ 執行役 

会社法で要求される善管注意義務・忠実義務を果たすことが可能な者であって、

当社グループ各事業での豊富な業務経験のほか、当社グループの事業環境（課題等）

について深い理解を有し、取締役会で決定した会社経営方針に基づいた業務執行につ

いて着実かつ迅速に実行することが期待できる者を指名します。 

なお、当社は代表執行役に加え役付執行役を若干名定め、業務執行に係る基本的

また最終的な意思決定の責任者とし、執行役の業務執行を統括、指揮、監督します。 

 

４  取締役・執行役の人事・報酬等 

 

（１）取締役・執行役の指名・選任手続、開示 

    当社及び主要事業子会社の取締役・執行役・執行役員の人事については、上記の指名・

選任方針に基づくほか、第三者機関による経営人材評価の結果を踏まえて決定します。ま

た、その決定プロセスの透明性・客観性を確保するため、委員の過半数を社外取締役で構

成し委員長を社外取締役とする「指名委員会」で審議・決定し、その内容を取締役会の諮

問に基づき答申します。 

    なお、当社の取締役候補者の選任理由及び他の上場会社の役員との兼任状況については、

株主総会の招集通知（株主総会参考書類）において開示します。 

 

（２）取締役・執行役の報酬決定方針 

    当社は、新たなグループビジョンの実現に向けた中期経営計画の着実な遂行をはかるた

め、役員向け株式対価報酬制度の導入を含む新たな「役員報酬ポリシー」策定しました。 

 

役員報酬の基本方針は、次のとおりです。 

    ① 当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであること 

    ② 執行役にとって、経営戦略・経営計画の完遂、目標とする会社業績の達成を動機付
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ける業績連動性の高い報酬制度であること 

    ③ 当社が経営を担う者に求める「経営人材のあるべき姿」に適う人材を確保（主はリ

テンション）できる報酬水準であること 

    ④ 株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を高めるものであること 

    ⑤ 報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること 

 

（３）取締役・執行役の報酬決定手続 

    報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、具体的な報酬

支給額については独立社外取締役が過半数を占め、かつ委員長を独立社外取締役とする

「報酬委員会」の審議・決議により決定します。 

  報酬委員会は年に４回以上開催することを予定し、今後、役員報酬制度の見直しは中期

経営計画期間に応じて実施するものとします。 

 

（４）取締役・執行役のトレーニング 

取締役・執行役に対しては、監督・監査・執行等の役割・責務をそれぞれ果たすため

に必要となる知識等を習得・更新する機会を継続的に提供します。 

  非業務執行取締役及び社外取締役に対しては、就任時及び継続的・定期的に、基本理

念・グループビジョン・グループ中期経営計画・グループ経営方針のほか、当社グループ

の事業内容・業績・財務状況・運営状況等の説明を実施します。 

    執行役に対しては、コーポレートガバナンス・リスクマネジメント・グループ経営に関

する有用な情報等の就任時を中心として提供するほか、第三者機関による経営人材評価の

結果を踏まえ、個々人に合わせたトレーニングプランを設定・実施します。 

また、リーダーシップ開発のための個別エグゼクティブコーチングや執行役を含む次

期経営幹部候補を対象とする研修を開催し、中期計画の遂行のための構想力を高めるトレ

ーニングを実施するなど、経営陣の執行力強化、計画的な次世代育成を実施しています。 

     

（５）経営陣の後継者計画 

指名委員会は最高経営責任者候補の育成選定計画及び経営陣の次世代育成計画につい

て取締役会から諮問を受け、継続的かつ計画的に審議し、その進捗の概要を取締役会へ報

告します。 

 

５  社外取締役の独立性判断基準 

 

    当社の社外取締役は、当社株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有してい

る者から選任されるものとします。なお、その独立性の判断基準は、次のいずれにも該当

しないこととします。 

    ①  当社グループの業務執行者 

    ②  当社の主要株主（その業務執行者を含みます。以下③～⑥において同じ。） 

    ③  当社グループの主要な取引先 

    ④  当社グループから役員報酬以外に一定額以上の支払を受ける法律事務所、監査法人

その他のコンサルタント等 

    ⑤  当社グループが一定額以上の寄付を行っている寄付先 

    ⑥  当社グループと役員相互就任関係となる場合のその関係先 

    ⑦  過去５年間において、上記①～⑥に該当していた者 
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    ⑧  上記①～⑦の配偶者又は二親等以内の親族 

    なお、上記において、「業務執行者」とは「業務執行取締役、執行役、執行役員その他

の使用人等」を、「主要株主」とは「当社の１０％以上の議決権を保有する株主」を、「主

要な取引先」とは「過去５年間のいずれかの年度において、当社グループとその取引先と

の間で、当社の連結年間売上高又はその取引先の年間売上高の２％以上の取引が存在する

取引先」を、「一定額」とは「過去５年間のいずれかの年度において年間１千万円」をい

うものとします。 

 

６  会計監査人 

 

（１）監査委員会による会計監査人の選解任・不再任議案の決定方針 

    監査委員会は、会計監査人による適正な監査の確保に向けて、独立性・専門性その他の

監査業務の遂行に関する事項から構成される会計監査人の選定・評価基準をあらかじめ策

定し、これらの基準に基づき、経営陣との十分な意見交換を経た上で株主総会に提出する

会計監査人の選解任・不再任議案の決定を行います。 

    なお、会計監査人が会社法第３４０条第１項の解任事由に該当し、又は監督官庁から監

査業務停止処分を受けるなど当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じ、これらに

より会計監査人の解任又は不再任が相当であると判断されるに至ったときは、監査委員会

は、委員会の決議により会計監査人を解任し、又は株主総会に提出する会計監査人の解

任・不再任議案の決定を行うなど必要な対応を講じます。 

 

（２）会計監査人による実効的な監査を支える体制の整備 

    会計監査人による実効的な監査を支えるため、当社は、次のとおり体制を整備していま

す。 

    ①  高品質な監査を可能とするため、会計監査人から提案される監査計画の内容を尊重

し、監査時間を十分に確保します。 

    ②  会計監査人と代表執行役・担当執行役とのディスカッションを定期的（年間２回程

度）に実施します。 

    ③  監査精度の実効性向上を図るため、会計監査人と監査委員・内部監査部門との情報

共有・意見交換のための会合を定期的（年間６回程度）に実施します。 

    ④  会計監査人から取締役及び執行役の職務の執行に関して不正・違法な重大事実があ

る旨の報告を受けた場合は、監査委員会は、審議の上必要な調査を行い、取締役会に

対する報告・助言・勧告等、必要な措置を講じます。 

 

７ リスクマネジメント体制 

 

（１）リスクマネジメントの基本的な考え方 

当社における、リスクとは組織の収益や損失に影響を与える不確実性と捉え、そのリ

スクのマイナスの影響を抑えつつ、リスクテイクを行うことによるリターンの最大化を追

及する活動をリスクマネジメントと定義します。 

なお、効果的なリスクマネジメントを行うため、次のとおり社内に３つのレベルのチ

ェック体制を構築しています。 

①第１：事業子会社などの現場が自ら実施する日常的なチェック 

②第２：本社管理部門や経営陣が参加する会議体等を介する定常的なチェック 
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③第３：内部監査部門が独立した立場から実施する定常的なチェック 

 

 

（２）内部統制システムの構築・整備 

    当社は、当社グループ全体の業務の適正を確保するため「内部統制システム構築に関す

る基本方針」を定め、その方針を具体的に推進することによって、当社グループの持続的

成長と中長期的な企業価値の向上に努めます。 

 

（３）内部統制システム運用状況の監督・開示 

    当社グループ全体の内部統制システムの運用状況については、定期的（年間２回程度）

及び適時に取締役会への報告を実施し、取締役会において適切に監督を行います。また、

その運用状況の概況については、株主総会の招集通知（事業報告）において開示します。 

 

（４）リスクマネジメント委員会 

当社は、成長機会の確保に向けたプラスの戦略に係るリスクを中心にリスク全般にグ

ループ全社的な視点から組織的に管理・対応するため、これまでの「コンプライアンス・

リスク管理委員会」から分離独立した「リスクマネジメント委員会」を新たに執行体制の

中に設置しています。 

「リスクマネジメント委員会」は各統括部から選任された委員の持つ幅広くかつ専門

的な知識を活用しながら、多様なリスクについての評価を実施するとともに対策を策定し、

その実行を担当部門に指示するとともに、進捗を管理します。 

なお、「リスクマネジメント委員会」での審議内容については、定期的及び適時に監査

委員会に報告します。 

 

８  コンプライアンス 

 

    当社グループのコンプライアンス経営上の課題への対応を適切に実施するため、「コン

プライアンス委員会」（メンバーに顧問弁護士を含みます。）を設置しています。 

   同委員会は、重大なコンプライアンス違反事案への対応方針を策定するほか、グループ

各社のコンプライアンス推進担当部門との連携を強化し、コンプライアンス体制の基盤整

備や、運用状況の監督を継続的に実施し、法令・企業倫理等の遵守を推進いたします。 

なお、「コンプライアンス委員会」での審議内容については、定期的及び適時に監査委

員会に報告します。 

 

９  内部通報制度 

 

    当社は、当社グループの全役員・従業員及び当社グループで勤務する全ての者（アルバ

イト・お取引先派遣者を含みます。）が、コンプライアンス上の問題について「コンプラ

イアンス委員会」に直接通知し是正を求めることを可能とする内部通報制度を設置してい

ます。通報窓口は、当社の社内窓口のほか、社外（顧問弁護士）にも窓口を置いています。 

    この内部通報制度は、通報者の秘密保護のほか、通報者に対する不利益取扱いの禁止に

ついて、当社グループの社内規程で厳格に規定しています。 
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附    則 

 

    この方針書の改廃（軽微な変更等は除きます。）は、当社の取締役会決議をもって行う

こととします。 

 

 

以  上 


